
○渡島廃棄物処理広域連合長職務代理規則 

 （平成１８年１月２６日規則第１号) 

改正 （平成１９年３月２６日規則第２号） 

（目的） 

第１条 この規則は、地方自治法 （昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 152

条第２項に規定する場合における広域連合長の職務を代理する職員を指定し、同条第

３項に規定する場合における広域連合長の職務を代理する上席の職員を定めること

を目的とする。 

（職務代理者） 

第２条 法第 152 条第２項に規定する場合に広域連合長の職務を代理する職員は、事

務局長とする。 

第３条 法第 152 条第３項に規定する場合に広域連合長の職務を代理する上席の職員

は、参事とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 26 日規則第２号） 

この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 
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